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本ニューズレターでは、2022年度税制改正（2021年11月12日連邦政府官報公布）のう
ち、過少資本税制にかかる改正の概要について解説します。今回の改正では、過少資本
税制の適用要否の判断および税額計算に用いる税務上の資本の額をより低く算定する
変更が行われています。また、従来、過少資本税制の適用対象外とされていた事業が、
適用対象とされるなど、一部の納税者にとっては影響の大きい改正となっています。 
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1. 過少資本税制とは
過少資本税制とは、借入取引等を利用した租税回避行為を防ぐことを目的として導入
され、海外の関連者へ支払う利息の損金算入を制限する制度です。 

過少資本税制は、企業の負債が、資本の3倍を超過した場合に適用されます。ここでい
う負債は、利息が生じる債務（例えば、未払法人税等は含まない）および外貨建債務の
月次平均値により算出されます。また、ここでいう資本は、期首と期末の平均値により
算出されます。 

過少資本税制が適用される場合には、資本の3倍を超過した分の負債に対する国外関連
者への支払利息等が損金算入の制限を受けることとなります。 

2. 過少資本税制に係る改正点
(1) 税務上の資本の部の計算方法

改正前は、税務上の資本の部と会計上の資本の部の金額ともに特段の制限なく採用で
き、また、税務上の資本の部を採用する場合には、繰越欠損金を控除する定めはありま
せんでした。 
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今回の改正により、税務上の資本の部の算定において、繰越欠損金を控除しなければな
らないことが新たに規定されました。また、上記繰越欠損金控除後の税務上の資本の部
が会計上の資本の部より20％以上大きい場合には、税務上の資本の部を使用すること
ができず、会計上の資本の部をもとに、過少資本税制の適用要否や損金不算入額の算定
を行います。 

(2) インフラ事業等

改正前は、特段の制限なく、インフラ事業等を行う事業者は、過少資本税制の対象外と
されていました。 

今回の改正により、インフラ事業等を行う事業者が、過少資本税制の対象外となるため
の要件として、新たに認可事業者であることが追加されました。 

(3) SOFOM非規制会社

改正前は、SOFOM（多目的金融会社）非規制会社は、金融機関以外による非規制対象
セクターでの出資をもとに成立する会社でリースやクレジットの譲与の提供ができる
認可をもつ法人であり、過少資本税制の対象外とされていました。

今回の改正により、SOFOMs Unregulated（非規制多目的金融会社）も、過少資本税
制の適用を受けることになります。 

3. 当該改正の論点
これまで過少資本税制による支払利子等の損金不算入額の計算に際し、税務上の資本
の部を計算基礎として採用していた企業のうち、繰越欠損金を有している企業では計
算前提が大きく変わる可能性があるため、早期の影響分析が肝要になります。 

当該企業において、新たに親会社や兄弟会社からの借入により資金調達を計画されて
いる場合には、借入の事前に、今回の改正の基づく算定方法により過少資本税制の適用
要否のシュミレーションを行い、当該制度の適用の可能性が高い場合には、資金繰りを
分析し、借入の金額や返済期間・スケジュールの見直しを検討することが重要です。ま
た、すでに親会社等から借入をされている企業においても、改正の動向を踏まえ、余剰
な資金がないか分析を行い、必要に応じて早期返済等により借入額を縮小することが
望ましいと考えられます。 
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